
大和市告示第５４号 

大和市福祉車両利用助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３０年３月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市福祉車両利用助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市福祉車両利用助成事業実施要綱（平成２１年大和市告示第９４号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項中「当該年度」の次に「（第５条の規定による申請が１月から６月までの間にされ

た場合は、前年度）」を、「者で」の次に「あって」を加え、「第４９条第３号」を「第４９条第

１項第３号」に改める。 

第３条第３項中「又は」の次に「本市に」を加え、「若しくは区」を削り、「区域」の次に

「（指定都市にあっては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２０第１項の規定

に基づき設置された区のうち、本市に隣接するものの区域に限る。以下同じ。）」を加える。 

第６条第１項中「受理した」を「受け付けた」に改め、同条第３項中「同年３月末日」を「同月

末日」に改める。 

第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とする。 

第１３条第２項中「１件」を「１枚」に改め、同項第１号中「又は隣接する市若しくは区の区

域」を削り、同項第２号中「前号以外」を「本市に隣接する市」に改め、同項に次の１号を加える。 

(3) 前２号以外の区域 １１，４４０円 

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条の次に

次の１条を加える。 

（暴力団等の排除） 

第１１条 市長は、大和市暴力団排除条例（平成２３年大和市条例第４号）第８条の規定により、

この要綱による事業から暴力団を排除するため、神奈川県警察本部（警察法（昭和２９年法律第

１６２号）第４７条第１項の規定により神奈川県に置かれた警察本部をいう。）に、第５条の規

定による申請をした対象者（以下「申請者」という。）が暴力団又は暴力団員（以下「暴力団

等」という。）に該当するか否かの照会（以下「照会」という。）を行うことができる。 

２ 市長は、前項に規定する照会により申請者が暴力団等に該当するときは、第６条第１項に規定

する利用登録の決定を行わない。 

別表中「第１４条」を「第１５条」に改め、同表関係条文の欄中「第５条関係」を「第５条」に、



「第６条関係」を「第６条」に、「第９条関係」を「第９条」に、「第１０条関係」を「第１０

条」に、「第１１条関係」を「第１２条」に、「第１３条関係」を「第１４条」に改める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 


